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平成２４年伊那市条例第３８号 

 

伊 那 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業

の 運 営 等 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第７８条の４第１項及び第２項の規定基づき、指定地域密着型サービスの事業の

運営等に関し必要な基準を定めるものとする。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 地域密着型サービス事業者 法第８条第１４項に規定する地域密着型サービ

ス事業を行う者をいう。 

(2) 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 又 は 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス  そ

れ ぞ れ 法 第 ４ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事

業 者 又 は 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を い う 。  

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に

利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに

当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又

は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）その他

の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければなら

ない。 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針等） 

第４条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以

下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。）の事業は、要介護状態

となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的

な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、

日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることが

できるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機

能の維持回復を目指すものでなければならない。 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。 

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。この条及び第

７条において同じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の

世話（以下次条及び第７条において「定期巡回サービス」という。） 
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(2) あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、

随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を

行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等（保健師、看護師、准看護師、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下同じ。）による対応の要

否等を判断するサービス（以下次条及び第７条において「随時対応サービス」

という。） 

(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利

用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話（以下次条及び第７条において

「随時訪問サービス」という。） 

(4) 法第８条第１５項第１号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な

診療の補助（以下次条及び第７条において「訪問看護サービス」という。） 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針） 

第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護

サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サー

ビスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用

者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならな

い。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者によ

る評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針） 

第７条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助

を行うものとする。 

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーター従業者（随時対応サービ

スとして、利用者又はその家族からの通報に対応する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者をいう。）は、計画作成責任者及び定期巡回サービスを

行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を

行うものとする。 

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うも

のとする。 

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復
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を図るよう妥当適切に行うものとする。 

(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び

その置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切

な指導等を行うものとする。 

(6) 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。 

(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行うものとする。 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び

医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を

行うものとする。 

(9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預

かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対

処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 

（夜間対応型訪問介護の基本方針等） 

第８条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護（以下「指定夜間対

応型訪問介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその

者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間にお

いて安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を

行うものでなければならない。 

第９条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期

的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下この条、次条及び第

１１条において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ利用者の心身の状

況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、

通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福

祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この条において

同じ。）の訪問の要否等を判断するサービス（以下「オペレーションセンターサ

ービス」という。）及びオペレーションセンター（オペレーションセンターサー

ビスを行うためのオペレーションセンター従業者（オペレーター（指定夜間対応

型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者から通報を受け付ける従業者を

いう。）を置いている事務所をいう。以下同じ。）等からの随時の連絡に対応し

て行う夜間対応型訪問介護（以下この条において「随時訪問サービス」とい

う。）を提供するものとする。 

２ オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に一か所以上設置しなけれ

ばならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受

けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であ

ると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。 
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（指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針） 

第１０条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介

護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われ

るとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、

利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間にお

いて安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） 

第１１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、

利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとす

る。 

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利

用者の面接及び１月ないし３月に１回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随

時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。 

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、

利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよ

うに説明を行うものとする。 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステー

ション（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第

６０条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。）への連絡

を行う等の適切な措置を講ずるものとする。 

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、

その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必

要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 

（認知症対応型通所介護の基本方針） 

第１２条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護（以下「指定認

知症対応型通所介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）である利用者

（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）
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が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利

用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及

び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第１３条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型通所介

護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第１４条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者

の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

(2) 指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそ

れぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとす

る。 

(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画

に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が

日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

(4) 認知症対応型通所介護従業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっ

ては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの

提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

(6) 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、

相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添っ

て適切に提供するものとする。 

（小規模多機能型居宅介護の基本方針） 

第１５条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業（以下

「指定小規模多機能型居宅介護」という。）は、要介護者について、その居宅に

おいて、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点にお

いて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能

力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするもの

でなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） 

第１６条 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 



 - 6 - 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居

宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それ

らの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第１７条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続す

ることができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、

訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に

行うものとする。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者が

それぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう

配慮して行うものとする。 

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護

計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその

者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービ

スの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならない。 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて

著しく少ない状態が続くものであってはならない。 

(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用してい

ない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り

等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供し

なければならない。 

（認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

第１８条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護（以下「指

定認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は、要介護者であって認知症で

あるものについて、共同生活住居（法第８条第１９項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。）において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、
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利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする

ものでなければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第１９条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、

安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当

適切に行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそ

れぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮

して行われなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫

然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス

の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共

同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、

それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針） 

第２０条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護

（以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。）の事業は、地域密

着型特定施設サービス計画（法第８条第２０項に規定する計画をいう。）に基づ

き、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養

上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供

を受ける入居者（以下次条において「利用者」という。）が指定地域密着型特定

施設（同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。）においてその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型

特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に

努めなければならない。 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第２１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえ
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て、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に

基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に

当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められた

ときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなけれ

ばならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場

合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針） 

第２２条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。）の

事業を行う地域密着型介護老人福祉施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施

設」という。）は、地域密着型施設サービス計画（法第８条第２１項に規定する

地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。）に基づき、可能な限り、居宅

における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び

援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理

及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその

者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するよう

に努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭

との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業

者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第２３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づ

き、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状

況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 
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２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計

画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければなら

ない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又は

その家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに取扱方針の趣旨） 

第２４条 第２２条及び前条の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共

同生活室 (当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。

以下同じ。)により一体的に構成される場所 (以下「ユニット」という。)ごとに入

居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに取扱方針については、次条及び第

２６条に定めるところによる。 

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針） 

第２５条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及

び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活

への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続した

ものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を

築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視

した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サー

ビス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の取扱方針） 

第２６条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、

その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生

活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、

入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常



 - 10 - 

生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにお

いて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われ

なければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライ

バシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立し

た生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければな

らない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービ

スの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

（複合型サービスの基本方針） 

第２７条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型サ

ービス」という。）の事業は、指定居宅サービス等基準第５９条に規定する訪問

看護の基本方針及び第１５条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏

まえて行うものでなければならない。 

（指定複合型サービスの基本取扱方針） 

第２８条 指定複合型サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は、自らその提供する指定複合型サービスの質の評価

を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、

常にその改善を図らなければならない。 

（指定複合型サービスの具体的取扱方針） 

第２９条 指定複合型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定複合型サービスは、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが

できるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせる

ことにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。 
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(2) 指定複合型サービスは、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれ

の役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して

行うものとする。 

(3) 指定複合型サービスの提供に当たっては、複合型サービス計画に基づき、漫

然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営

むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

(4) 複合型サービス従業者は、指定複合型サービスの提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他

サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた

指導を行うものとする。 

(5) 指定複合型サービス事業者は、指定複合型サービスの提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(6) 指定複合型サービス事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

(7) 指定複合型サービスは、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少

ない状態が続くものであってはならない。 

(8) 指定複合型サービス事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日に

おいては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う

等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければ

ならない。 

(9) 看護サービス（指定複合型サービスのうち、看護師等が利用者に対して行う

療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下同じ。）の提供に

当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び複合型サービス計画に基

づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければ

ならない。 

(10) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術を

もって、サービスの提供を行わなければならない。 

(11) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

（委任） 

第３０条 第３条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準は、規則で定める。 

  附  則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


